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政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
再
交
付
等
の
手
続
）

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
再
交
付
等
の
手
続
）

第
十
四
条
の
七

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を

第
十
四
条
の
七

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を

亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
と
き
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様

亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
と
き
は
、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
登
録
政
治
資

式
に
従
い
、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
番
号

金
監
査
人
証
票
の
番
号
、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
年
月
日
及
び
場
所
そ
の

、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
年
月
日
及
び
場
所
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会

項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
政
治
資
金
監

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
が
損
壊
し
た

査
人
証
票
が
損
壊
し
た
た
め
当
該
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
損
壊
し

た
め
当
該
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査

た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
当
該
書
面
に
添
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば

人
証
票
を
当
該
書
面
に
添
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
た
め
そ
の
再
交

２

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
た
め
そ
の
再
交

付
を
申
請
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定

付
を
申
請
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
再
交
付
申
請
書
を
、
政
治
資
金

め
る
様
式
の
再
交
付
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け

適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
登
録
政

３

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
登
録
政

治
資
金
監
査
人
に
交
付
し
て
い
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
他
の
登
録

治
資
金
監
査
人
に
交
付
し
て
い
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
他
の
登
録

政
治
資
金
監
査
人
証
票
に
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
資
金
監
査
人
証
票
に
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
登
録
の
申
請
）

（
変
更
登
録
の
申
請
）

第
十
四
条
の
八

法
第
十
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
登
録
の
申
請

第
十
四
条
の
八

法
第
十
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
登
録
を
申
請

は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら

す
る
者
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
変
更
の
生
じ
た
年
月
日
を
記
載

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
た
変
更
登
録
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
申
請
等
）

（
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
申
請
）

第
十
四
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
政

第
十
四
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資

治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
監
査
人
が
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
書
を
、
政
治
資

２

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
政
治
資
金
適
正

金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
届
出
を
す
る
者
が
当
該
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
法
定
代
理

人
又
は
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
削
除
〕

（
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
届
出
）

第
十
四
条
の
十

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
政
治
資

金
監
査
人
が
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

旨
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
届
出
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
を
提
出
す
る
者
が
本
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

届
出
書
に
本
人
の
戸
籍
抄
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
）

（
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
）

第
十
四
条
の
十

（
略
）

第
十
四
条
の
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
参
事
官
）

（
参
事
官
）
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第
十
四
条
の
十
一

（
略
）

第
十
四
条
の
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


